
 

当別町上下水道事業告示 第 ４ 号  

 

 条件付一般競争入札を行うので、当別町上下水道事業契約規程（令和６年

上下水道事業管理規程第１３号）第２条の規定により、次のとおり告示する。 

 

 令和８年４月１５日  

 

                   当別町上下水道事業  

                   当別町長 後 藤 正 洋   

  

記  

 

１ 入札に付する事項  

 ⑴ 工 事 名 太美東地区下水道管渠更新工事  

 ⑵ 工事施工場所 当別町太美町  

 ⑶ 工    期 契約締結日から令和９年１月１２日まで  

 ⑷ 工 事 概 要 下水道管の管渠更新工事 

          工事延長  Ｌ＝697ｍ 

         PRPφ150mm Ｌ＝358ｍ PRPφ200mm Ｌ＝339ｍ 

         マンホール工 Ｎ＝18 箇所 

２ 入札に参加する者に必要な事項  

 ⑴ 入札参加希望者は次に掲げる要件をすべて満たしていること。  

  ア 令和７・８年度当別町建設工事の競争入札参加資格名簿に業種「土

木一式」で登録され、格付等級「Ａ」認定を受けていること。  

  イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項の規定に該当しないこと。  

  ウ 入札執行の日までに競争入札参加資格指名停止事務処理要領（平成

７年当別町訓令第１０号）の規定により指名停止の措置を受けていな



 

いこと。  

  エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開

始の申立て又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定によ

る更生手続開始の申立てがなされている者（民事再生法の規定による

再生計画認可又は会社更生法の規定による更生計画認可の決定を受

けている者を除く。）でないこと。  

  オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者でないこと。  

  カ 当別町内に主たる営業所（主たる営業所とは、建設業許可申請書別

表又は別紙二(2)の「主たる営業所」欄に記載されているものをいう。）

を有していること。  

  キ 過去２０年間に、本工事と概ね同規模と認められる工事を元請等と

して施工した実績を有すること。  

  ク １件の建設工事につき、下請発注額の合計が建設業法（昭和２

４年法律第１００号。以下「法」という。）第３条第１項に規定する

額以上となる見込みがある場合は、法第１７条に規定する特定建設業

の許可を有すること。  

  ケ 対象工事の施工現場に配置する現場代理人、主任技術者が適正であ

ること。  

３ 入札参加資格の確認  

 ⑴ 申請者等  

  入札の参加希望者は、条件付一般競争入札参加資格確認申請書に次の書

類を添付して提出し、資格の確認を受けなければならない。  

  ア 類似工事施工実績書  

  イ 配置予定技術者等経歴書  

 ⑵ 受付期間  

  令和８年４月１５日（水）から令和８年４月２２日（水）まで（日曜日、

土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定



 

する休日（以下「休日」という。）を除く。）の毎日８時４５分から１７

時１５分まで。  

 ⑶ 受付場所  

  当別町白樺町５８番地９ 当別町建設水道部上下水道課  

 ⑷ 提出方法  

  持参すること。  

 ⑸ その他  

  ア 申請書類の作成に係る経費は、入札参加希望者の負担とする。  

  イ 提出された資料は、無断で他に使用しない。  

  ウ 提出された申請書類は、返却しない。  

４ 入札参加資格の確認結果の通知  

 入札参加資格の確認結果は、条件付一般競争入札参加資格確認通知書によ

り通知する。  

５ 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明  

 ⑴ 受付期間  

  入札参加資格がないと認められたことに対する理由について令和８年

５月１４日（木）までに書面により説明を求めることができる。  

 ⑵ 受付場所  

  当別町白樺町５８番地９ 当別町建設水道部上下水道課  

 ⑶ 提出方法  

  持参すること。  

 ⑷ 理由の説明は、入札参加資格に係る理由説明書により回答する。  

６ 入札参加資格の取消し  

 入札参加資格があると認められる者（以下「入札参加資格者」という。）

が次のいずれかに該当した場合は、入札参加資格を取消す。  

 ⑴ 申請書類に虚偽の記載をした場合。  

 ⑵ 条件付入札の参加資格確認後において、入札の参加資格に欠けるこ

ととなった場合。  



 

７ 申請書等の配布、閲覧等  

 ⑴ 条件付一般競争入札参加資格確認申請書類の各様式、契約書案、競

争入札心得等は次のとおり配布する。  

  ア 配布期間  

   令和８年４月１５日（水）から令和８年４月２２日（水）まで（日曜

日、土曜日及び休日を除く。）の毎日８時４５分から１７時１５分まで。  

  イ 配布場所  

   当別町白樺町５８番地９ 当別町建設水道部上下水道課  

  ウ 配布方法 上記の場所で直接受け取ること。  

  エ 費  用 無料  

 ⑵ 設計図書・仕様書等（以下「設計図書等」という。）は、次のとお

り閲覧に供する。なお、入札参加希望者は、閲覧期間中、設計図書等を

有料で複写することができる。  

  ア 閲覧期間  

   令和８年４月１５日（水）から令和８年５月２２日（金）まで（日曜

日、土曜日及び休日を除く。）の毎日８時４５分から１７時１５分まで。 

  イ 閲覧場所  

   当別町白樺町５８番地９ 当別町建設水道部上下水道課  

 ⑶ 設計図書等に関する質問は、所定の書面により持参し提出すること。 

  ア 受付期間  

   令和８年４月１５日（水）から令和８年５月２１日（木）まで（日曜

日、土曜日及び休日を除く。）の毎日８時４５分から１７時１５分まで。  

  イ 受付場所  

   当別町白樺町５８番地９ 当別町建設水道部上下水道課  

 ⑷ 質問に対する回答は書面によるものとし、回答書は次のとおり閲覧に

供する。  

  ア 閲覧期間  

   回答をした日から令和８年５月２２日（金）まで（日曜日、土曜日及



 

び休日を除く。）の毎日８時４５分から１７時１５分まで。  

  イ 閲覧場所  

   当別町白樺町５８番地９ 当別町建設水道部上下水道課  

８ 入札執行の日時及び場所  

 日 時 令和８年５月２５日（月）９時３０分  

 場 所 当別町白樺町５７番地３ 当別町役場 第二庁舎  

９ 入札方法等  

 ⑴ 入札当日は、条件付一般競争入札参加資格確認通知書の写しを提出す

ること。  

 ⑵ 代理人が入札を行う場合にあっては、委任状を提出すること。  

 ⑶ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０

０分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切捨てた金額）をもって落札価格とするの

で、入札参加者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わずに、見積もった落札希望金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。  

また、契約金額に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び

地方消費税の相当額として、当該入札書記載額の１０％相当額を加算し

た額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てた金額）とする。  

 ⑷ 入札執行回数は、原則として３回を限度とする。  

 ⑸ 当該入札は、地方自治法施行令第１６７条の１０第２項に規定する

最低制限価格を設定する。  

 ⑹ 当該入札に際し、工事費内訳書を提出すること。  

10 入札の無効  

 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、虚偽の申請を行った

者のした入札及び競争入札心得等において示した入札に関する条件に違反

した入札は無効とする。  



 

 なお、入札参加資格者であっても確認後、指名停止措置を受け入札執行時

点において指名停止期間中である場合は、その者のした入札は無効とする。 

11 入札保証金及び契約保証金  

 ⑴ 入札保証金の納付  

  入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、見積も

った契約金額（消費税相当額を含んだ額）の１００分の５に相当する額以

上の金額を納付しなければならない。  

 ⑵ 契約保証金の納付  

  落札した者で、共同企業体以外は契約金額の１００分の１０に相当する

金額以上の金額を納付しなければならない。  

 ⑶ 入札保証金及び契約保証金の納付の免除  

  ⑴及び⑵の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、入札保

証金及び契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。  

  ア 保険会社との間に、本町を被保険者とする入札保証保険証券（契約

保証金の場合にあって、履行保証保険証券）を提出したとき。  

  イ 過去２年間に国又は道若しくは市町村と同種工事の契約を締結し、これを誠

実に履行した者であるとき。  

12 契約書作成の要否  

 必要とする。  

13 その他  

 ⑴ 入札参加者は、競争入札心得等その他、関係法令を遵守すること。  

 ⑵ その他不明な点は、当別町建設水道部上下水道課に照会すること。  


